
2006年4月に、第三次環境基本計画が閣議の決定を

経てとりまとめられました。サブタイトルを「環境から拓く新

たなゆたかさへの道」とし、環境を軸足として今後の経済･

社会の形成を図ろうとするものです。

新環境基本計画は環境基本法(1993年)第15条に基づ

くもので、1994年に第一次計画、2000年に第二次計画が

定められて今回の第三次の計画に引き継がれたものです。

なお、環境基本法の前身は、1967年制定の公害対策

基本法ですが、地球環境保全や環境基本計画策定等の

枠組みは、規定されていませんでした。

また、環境基本計画とほぼ同時に、第3期科学技術基本

計画(文部科学省)もスタートしており、重点推進4分野とし

て、ライフサイエンス、情報通信、ナノテクノロジー･材料と

並んで「環境」が取りあげられています。

環境は、今や、大きな政策課題となっています。

(環境省『環境基本計画 －環境から拓く 新たなゆたかさへの道－ のあらまし』より)

■ 新環境基本計画の構成 ■

第二部 今四半世紀における環境政策の具体的な展開

第三部 計画の効果的実施

第一部 環境の現状と環境政策の展開の方向

各主体による環境配慮と連携の強化、指標等による計画進捗状況の点検 等

目指すべき持続可能な社会の姿 環境の現状と環境政策の課題

今後の環境政策の展開の方向

重点分野政策プログラム

環境保全施策の体系
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環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合的な向上

環境保全上の観点からの持続可能な国土･自然の形成

技術開発･研究の充実と不確実性を踏まえた取組

国、地方公共団体、国民の新たな役割と参画･協働の推進

国際的な戦略を持った取組の強化

長期的な視野からの政策形成

地球温暖化問題に対する取組

物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組

都市における良好な大気環境の確保に関する取組

環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組

化学物質の環境リスクの低減に向けた取組

生物多様性の保全のための取組

市場において環境の価値が
積極的に評価される仕組みづくり

環境保全の人づくり・地域づくりの
推進

長期的な視野を持った科学技術、
環境情報、政策手法等の基盤の整備

国際的枠組みやルールの形成等の
国際的取組の推進
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第三次環境基本計画について
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